
1　最低賃金審議会　本審 宮　城　労　働　局
第　１　回 第２回 第３回 第４回

２．７．３（公開） ２．７．２９（公開） ２．８．２０（公開） ３．３．25(公開）

　諮問　　　　２．７．３ 第　１　回 第２回 第３回 第４回

　答申　　　　２．８．３ ２．７．２９ ２．７．３０ ２．７．３１ ２．８．３

　時間額　　　８２５円

引上げ額

　　　　時間額　　１円

　官報公示　　２．８．３１

　発効日　　 　２．１０．１
（指定日）

　適用使用者数　７３，０１８事業場

　適用労働者数　９０９，９００名

　諮問　　（２．８．２０） 第　１　回 第２回 第３回

　答申　　（２．１０．９） ２．１０．６ ２．１０．７ ２．１０．９

　時間額　　　９２５円　　　　 　適用使用者数　　　１９事業場

　引上げ額　 　適用労働者数　　　１，９８７名

　　　　時間額　　２円

　官報公示　２．１１．１０　

　発効日　　 ２．１２．１５ 　　

（指定日）

　　　　　　　

　諮問　　（２．８．２０） 第１回 第２回 第３回 第４回

　答申　  （２．１０．２２）　　　　 ２．１０．２ ２．１０．５ ２．１０．８ ２．１０．２２

　時間額　　　８６４円　　　　　　 　適用使用者数　　３６５事業場

　引上げ額 　 　適用労働者数　　１４，６９４名

　　　　時間額　　２円

　官報公示　２．１１．２０　

　発効日　   ２．１２．２０

　　　　　　　

　諮問　　（２．８．２０） 第　１　回 第２回 第３回 第４回

　答申　　（２．１０．２３） ２．１０．１ ２．１０．５ ２．１０．１２ ２．１０．２３

　時間額　　　８９１円 　適用使用者数　１，６３８事業場

　引上げ額 　適用労働者数　１２，０２１名

　　　　時間額　　１円

　官報公示　２．１１．２４　

　発効日　 　２．１２．２４

　　　　　　　

①　金額審議
②　合意　全会一致　答申

自
動
車
小
売
業

①　部会長等の選出（部会長赤石委員・部会
長代理内藤委員）
②　専門部会運営規程について
③　専門部会の公開について
④　意見聴取の取り扱いについて
⑤　賃金実態調査結果報告について
⑥　労使の基本的主張について
⑦　金額審議

①　金額審議 ①　金額審議

3　特定最低賃金専門部会

鉄
　
鋼
　
業

①　部会長等の選出（部会長工藤委員・部会
長代理北川委員）
②　専門部会運営規程について
③　専門部会の公開について
④　意見聴取の取り扱いについて
⑤　賃金実態調査結果報告について
⑥　労使の基本的主張について

①　金額審議 ①　金額審議
②　合意　全会一致　答申

電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・

電
子
回
路

、
電
気
機
械
器
具

、

情
報
通
信
機
械
器
具
製
造
業

①　部会長等の選出（部会長北川委員・部会
長代理鈴田委員）
②　専門部会運営規程について
③　専門部会の公開について
④　意見聴取の取り扱いについて
⑤　賃金実態調査結果報告について
⑥　労使の基本的主張について
⑦　金額審議

①　金額審議 ①　金額審議

2　地域別最低賃金専門部会

県
　
最
　
賃

①　部会長等の選出（部会長赤石委員・部会
長代理工藤委員）
②　宮城地方最低賃金審議会専門部会運営
規程について
③　宮城県最低賃金専門部会の公開について
④　賃金改定状況調査結果説明
⑤　宮城県最低賃金の改定審議資料説明
⑥　令和２年賃金実態調査結果説明
⑦　金額審議

①　金額審議 ①　金額審議

①　金額審議
②　合意　全会一致　答申

①　金額審議
②　合意　全会一致　答申

令和２年度　最低賃金審議状況一覧表（地域・特定最賃決定までの経過）

審議会等回数

　　件　　名

本　　審　　議　　会

①　会長等選出（会長赤石委員・会長代理工
藤委員）
②　宮城県最低賃金の改正決定の諮問
③　最賃審議会令6条5項の取り扱いについて
④　最低賃金専門部会の設置及び廃止につい
て
⑤　令和２年度特定最低賃金の審議状況につ
いて
⑥　特定最低賃金の改正等に係る申出の意向
表明状況について
⑦　特定最低賃金必要性の有無の審議につい
て
⑧　令和２年度最低賃金の周知に係る取組状
況について
⑨　最低賃金の引上げに向けた中小企業への
支援事業に係る取組状況について
⑩　審議にあたっての資料説明

①　令和２年度地域別最低賃金額改定の目安
の伝達
②　令和２年度宮城県最低賃金の審議に臨む
労使委員の基本的主張
③　最賃法第25条に係る関係者からの意見聴
取（全労協、県労連から1名ずつ聴取）
④　宮城県特定最低賃金の適用労働者数等に
ついて
⑤　宮城県特定最低賃金改正決定の必要性
の有無について（諮問）

①　審議会意見に対する異議申出について
諮問→棄却答申
②　特定最低賃金の改正決定の必要性の
有無について資料説明
③　同答申（３業種とも必要性あり）
④　特定最低賃金改正決定の諮問

①　特定最低賃金の審議状況について
②　最低賃金の周知に係る取組状況について
③　令和３年度 宮城県特定最低賃金の改正
等に係る申出の意向表明状況について
④　最低賃金引上げに向けた中小企業への支
援事業に係る取組状況について



時間額 引上額（円） 時間額 引上額（円） 時間額 引上額（円） 時間額 引上額（円）

発効年月日 引上率（％） 発効年月日 引上率（％） 発効年月日 引上率（％） 発効年月日 引上率（％）

６６２円 9 ７７１円 7 ７３８円 5 ７４０円 5

H21.10.24 1.38 H21.12.15 0.92 H21.12.15 0.68 H21.12.16 0.68

６７４円 12 ７８０円 9 ７４３円 5 ７４６円 6

H22.10.24 1.81 H22.12.15 1.17 H22.12.15 0.68 H22.12.15 0.81

６７５円 1 ７８１円 1 ７４４円 1 ７４７円 1

H23.10.29 0.15 H23.12.15 0.13 H23.12.15 0.13 H23.12.15 0.13

６８５円 10 ７８８円 7 ７４９円 5 ７５４円 7

H24.10.19 1.48 H24.12.15 0.9 H24.12.15 0.67 H24.12.15 0.94

６９６円 11 ７９８円 10 ７５７円 8 ７６３円 9

H25.10.31 1.61 H25.12.15 1.27 H25.12.19 1.07 H25.12.15 1.19

７１０円 14 ８１１円 13 ７６９円 12 ７７８円 15

H26.10.16 2.01 H26.12.15 1.63 H26.12.19 1.59 H26.12.15 1.97

７２６円 16 ８２７円 16 ７８３円 14 ７９５円 17

H27.10.3 2.25 H27.12.13 1.97 H27.12.18 1.82 H27.12.25 2.19

７４８円 22 ８４７円 20 ７９８円 15 ８１５円 20

H28.10.5 3.03 H28.12.15 2.42 H28.12.15 1.92 H28.12.15 2.52

７７２円 24 ８７２円 25 ８１９円 21 ８４０円 25

H29.10.1 3.21 H29.12.15 2.95 H29.12.15 2.63 H29.12.15 3.07

７９８円 26 ８９８円 26 ８４１円 22 ８６５円 25

H30.10.1 3.37 H30.12.20 2.98 H30.12.20 2.69 H30.12.20 2.98

８２４円 26 ９２３円 25 ８６２円 21 ８９０円 25

R1.10.1 3.26 R1.12.15 2.78 R1.12.15 2.5 R1.12.15 2.89

８２５円 1 ９２５円 2 ８６４円 2 ８９１円 1

R2.10.1 0.12 R2.12.15 0.22 R2.12.20 0.23 R2.12.24 0.11

R2

H30

H28

H29

H27

R1

宮城県の最低賃金の推移一覧表
（宮城県最低賃金及び宮城県特定最低賃金改定状況）

年度

地 域 別 最 低 賃 金 特　定　最　低　賃　金

宮城県 鉄鋼業 電子部品等製造業 自動車小売業

H26

H25

H24

H23

H22

H21

資料２



□宮城県最低賃金

影響率 未満率 影響率 未満率 影響率 未満率 影響率 未満率 影響率 未満率 影響率 未満率 影響率 未満率 影響率 未満率

4.52 2.58 10.85 4.32 7.55 1.74 7.39 2.57 11.52 1.41 8.95 1.78 14.03 1.73 6.31 1.45

□宮城県鉄鋼業最低賃金

影響率 未満率 影響率 未満率 影響率 未満率 影響率 未満率 影響率 未満率 影響率 未満率 影響率 未満率 影響率 未満率

2.00 2.03 0.00 0.00 0.93 0.51 0.80 0.40 0.24 0.00 2.97 0.00 2.06 1.03 0.00 0.00

□宮城県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金

影響率 未満率 影響率 未満率 影響率 未満率 影響率 未満率 影響率 未満率 影響率 未満率 影響率 未満率 影響率 未満率

16.60 6.21 8.90 4.96 16.62 7.87 9.30 4.53 16.97 7.45 15.10 5.11 28.17 3.73 15.43 10.38

□宮城県自動車小売業最低賃金

影響率 未満率 影響率 未満率 影響率 未満率 影響率 未満率 影響率 未満率 影響率 未満率 影響率 未満率 影響率 未満率

4.00 3.48 1.90 1.34 2.55 1.40 3.28 2.30 4.43 3.64 1.85 0.56 4.04 2.56 3.18 2.60

※未満率　　現在適用されている最低賃金を下回っている労働者の割合
※影響率　　改定後の最低賃金を下回る労働者の割合

平成25年度 平成29年度

 宮城県の最低賃金（地域別及び特定）に係る影響率、未満率の推移

平成28年度

平成28年度

平成28年度

平成28年度

平成25年度

平成27年度

平成25年度 平成27年度

平成27年度

平成25年度 平成26年度

平成26年度

平成26年度

平成26年度 平成27年度

平成30年度

平成30年度

平成30年度

平成30年度

平成29年度

平成29年度

平成29年度

令和元年度

令和元年度

令和元年度

令和元年度

令和２年度

令和２年度

令和２年度

令和２年度

資料３



令和２年度 最低賃金の周知に係る取組状況 

 

１  プレスリリース（新聞発表） 

（１）最低賃金を中心とした監督指導結果の公表 

７月３日に令和元年度（令和２年１月～３月）に実施した最低賃金の履行確保に

係る監督指導結果を公表した(195 事業場実施。最低賃金違反 30 事業場、違反率

15.4％(前年比９件減少、0.7ポイント増加))。 

 

（２）地域別最低賃金の周知 

①７月３日労働局長から地方最低賃金審議会長への諮問時、②８月３日審議会長

から局長への答申時にそれぞれ公表したほか、③発効日の 10 月１日に最低賃金周

知活動取組を公表した。 

 

（３）特定最低賃金の周知 

３業種全ての専門部会が結審し、審議会長から局長への答申後、３業種のうち最

初に発効した鉄鋼業最低賃金の発効日である 12月 15日の直前 12月 14日に公表し

た。 

 

２  自治体が発行する広報誌を利用した周知 

地域別最低賃金及び特定（産業別）最低賃金のそれぞれの官報公示日直後に、広報

紙への掲載枠の確保、最賃改正の最新情報の提供をメールで依頼した。その後、未掲

載の自治体に対しては、電話により依頼した結果、県・市町村計 34 自治体の広報誌

に掲載された。 

 

３  商工会議所、商工会等使用者団体が発行する機関誌を利用した周知 

自治体への依頼方法に準じて、県内各商工会議所、商工会等に対して地域別最低賃

金及び特定最低賃金の改正に合わせてメールで周知を依頼した。また、周知用リーフ

レット（本省作成、宮城局作成）等を送付して、機関誌等を利用した会員への周知要

請を行った。 

 

４  ポスター、リーフレットによる周知 

（１）地域別最低賃金 

①令和２年９月 24日から順次発送 

②送付先は、計 977機関・団体等 

県内自治体（36か所）、役場出張所、労働基準協会、労働災害防止団体、商工会

議所、商工会、民主商工会、使用者団体、商店街振興組合、労働団体、広報雑誌

資料４ 



社、教育関係団体、高校・大学・専修学校等、スーパー本部、コンビニ地域本部、

県下図書館、道の駅、派遣団体等 

（個別に送付した、最低賃金減額特例許可を受けている事業場（134件）、過去 5

年間の法令違反指導事業場（147件）を含む） 

 

（２）特定最低賃金 

 ①令和２年 12月 11日から順次発送 

②送付先は、計 822機関・団体等。 

上記 977機関・団体等のうち、団体は特定最低賃金適用産業に関するものに限定。 

（個別に送付した、電子部品等製造業 291 事業場、鉄鋼業 17 事業場、自動車小

売業 171事業場(外車新車・中古車・自動車部品販売業者含む)を含む。） 

 

５ ローカルＦＭ放送による周知 

ローカルＦＭ放送局、県内 10社に対して放送依頼を行った。そのうち８社で放送され

た。 

 

６ その他の取組みによる周知  

（１）宮城労働局、各労働基準監督署及びハローワークの庁舎内に俳優ののんさんの画像

を使用した最低賃金改正の周知用のぼり旗を設置。さらに、宮城労働局、各労働基準

監督署及びハローワークで使用する封筒に貼る最低賃金額を表示した「最低賃金シー

ル」を作成して、事業場のみならず、労働者等に対しても幅広く最低賃金額の周知徹

底を図った。 

なお、シールが傘下会員に対する周知に有効だとしてシール提供の依頼があった団体

にシールを提供した。 

（２）宮城労働局メールマガジンにおいて、最低賃金改正広報を行った。併せて宮城労働局

ＨＰ（ホームページ）のトップ画面に最低賃金額を表示したバナーを設け、そこに最低

賃金に関する資料や情報、賃金引上げのための助成金等の各種支援策を情報提供した。 

（３）特定最低賃金の適用業種を周知するため、上記４（２）の特定最低賃金リーフレット

に産業分類番号を掲載し、宮城労働局ＨＰに産業分類番号ごとの業種の名称及び適用の

有無を掲載した。 

（４）キャリア支援センター等でＳＮＳにより情報発信している県内９大学に対し、改正最

低賃金についてＳＮＳによる情報発信を依頼した。 



年
監督実施
事業場数

旧法第5
条、法第4
条
違反事業
場数

違反率
適用される
最賃額を
知っている

金額は知ら
ないが最賃
が適用され
ることは
知っていた

最賃が適用
されること
を知らな
かった

監督実施
事業場の
労働者数

最低賃金
未満

労働者数

未満
労働者数の
比率

（％） （％）

19 266 19 7.1 42.1 42.1 15.8 3,670 74 2.0

20 257 24 9.3 47.9 50.6 1.6 2,720 72 2.6

21 124 37 29.8 56.5 42.7 0.8 2,274 166 7.3

22 192 35 18.2 56.3 42.2 1.5 2,969 206 6.9

23 206 42 20.4 54.9 43.7 1.4 2,596 125 4.8

24 196 9 4.6 59.2 39.8 1.0 2,059 27 1.3

25 244 30 12.3 40.0 56.6 3.4 2,089 77 3.7

26 200 13 6.5 68.0 30.5 1.5 1,831 80 4.4

27 194 28 14.4 62.9 36.6 0.5 1,720 77 4.5

28 205 29 14.1 71.7 23.9 4.4 2,311 126 5.5

29 279 41 14.7 64.9 34.4 0.7 2,769 105 3.8

30 249 32 12.9 84.3 14.9 0.8 2,212 86 3.9

31 266 39 14.7 86.5 13.2 0.3 2,724 131 4.8

2 195 30 15.4 91.8 8.2 0.0 1,663 56 3.4

3 231 15 6.5 87.9 12.1 0.0 1,850 27 1.5

(注)

法違反の状況 最低賃金額未満労働者の状況法違反の認識状況(%)

１　平成20年以前は、旧法第5条、平成21年以降は、法第4条違反の事業場数である。
　（法第4条第1項「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金
　　額以上の賃金を支払わなければならない。」旧法第5条も同文である。）

２　令和3年は2月末現在の数値である。

  　最低賃金の履行確保に係る監督実施結果の推移(平成19年～令和３年）
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令和２年度 宮城県特定最低賃金適用事業場数及び適用労働者数 

 

 

 

 適用事業場数 適用労働者数 

鉄 鋼 業 
16 

（19） 

1,780 

（1,987） 

電子部品･デバイス･電子回路､

電気機械器具､情報通信機械器

具製造業 

276 

（365） 

15,623 

（14,694） 

自動車小売業 
957 

（1,638） 

8,320 

（12,021） 

産業別最低賃金合計 
1,249 

（2,022） 

25,723 

（28,702） 

 

※ 令和２年 12月 1日現在の集計数である。

  ※ 平成 28年経済センサス活動調査を基に推計したものである。 

  ※ カッコ内は前年度の数字である。 
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令和３年度における宮城県特定最低賃金の改正等に係る申出の意向表明状況 

 

改正 

新設 

廃止 

等の別 

件名・適用対象業種の範囲 
意向表明 

年月日 

意向表明者 

（団体名を含む） 

適用事業所数 

適用労働者数 

(Ｒ2.12.1現在） 

改正 

宮城県鉄鋼業最低賃金 

鉄鋼業（高炉による製鉄業、銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管，可鍛鋳鉄を除く)、

可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業及びこれらの産業において管理，補助

的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。）又は純粋持株会社（管理す

る全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限

る。） 

令和３年 

 ３月９日 

基幹労連宮城県本部 

委員長 青田 浩一 

１６ 

 

１，７８０ 

宮城県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器

具製造業最低賃金 

電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信

機械器具製造業又は純粋持株会社（管理する全子会社を通じての主要な

経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業

又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。） 

電機連合 

宮城地方協議会 

議長 佐藤 斉 

 

ＪＡＭ南東北

宮城県連絡会

会長 佐藤 俊晴 

２７６ 

 

１５，６２３ 

宮城県自動車小売業最低賃金 

自動車小売業（二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。以下

同じ。）、当該産業において管理、補助的経済活動を行う事業所又は純粋

持株会社（管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車小売業

に分類されるものに限る。） 

自動車総連 

宮城地方協議会 

議長 伊藤 貢 

９５７ 

 

８，３２０ 
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最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業に係る取組状況（令和２年度） 

 

１ 専門家派遣・相談等支援事業について 

 (１)「宮城働き方改革推進支援センター」の設置 

ア 委託先：ＴＭＣ仙台 

  イ 開設日：ＴＭＣ仙台で毎日（土日祝祭日を除く） 

  ウ 相談受付等の実績（令和３年２月末現在） 

年 度 窓口相談の件数 派遣相談 

Ｈ26 117件 ９件 

Ｈ27  80件 ６件 

Ｈ28 162件 33件 

Ｈ29 185件 18件 

Ｈ30 355件 169件 

Ｒ１ 734件 281件 

Ｒ２ 403件 99件 

   

 (２)周知と広報の取組み 

  センターの設置に関して、宮城労働局のＨＰでの公表や新聞掲載の他、

関係団体・各種団体等への広報等を行った。 

  また、センターの実施する「個別相談」、「企業訪問相談」「セミナー開

催・講師派遣」等の事業に関する広報を随時実施した。 

   

２ 助成金について 

申請件数、交付決定・認定件数は別紙のとおり。 

  業務改善助成金の申請にあたり、最低賃金が改定される前での申請が有効

であることから、６月に賃金設定や業種から助成金の有効な活用が期待でき

る県内中小企業（104社）に対し、リーフレットと活用事例集を送付し、助成

金の活用を促した。 

  また、補正予算の成立に伴い業務改善助成金が拡充（より利用しやすいよ

う低額の賃金引き上げ額に対応した新コースの追加）された２月に、賃金水

準が比較的低い業種の団体等（36 団体）に対して、改正内容の周知を行い、

リーフレットを配布した（約２千部）。 

  さらに、宮城県社会保険労務士会が行う県内の社会保険労務士を対象とし

たセミナー（２月）及び事業主団体が行う説明会（２月にのべ３回）で業務

改善助成金の周知と活用を促したほか、年間を通じて宮城労働局職員が啓発

指導等で事業所訪問した際にリーフレット等の資料を持参して事業主に対し

資料８ 



活用を促した。 

  その他、宮城労働局メールマガジン等の広報ツールを使用した周知活動を

積極的に行った。 



資料８ 別紙 

 

賃金引上げに関する各種助成金の申請、決定状況 

令和３年２月末現在 

種  類 助成要件 申請件数（※） 交付決定・認定件数（※） 

業務改善助成金 

生産性向上のための設備投資など

を行って、事業場内の最低賃金を

一定額以上引き上げた場合 

１９件 

１０件 

令和元年度 ９件 

キャリアアップ助成金 

(賃金規定等改定コース) 

いわゆる非正規雇用労働者の企業

内でのキャリアアップを促進する

ため正社員化、処遇改善の取組を

実施した場合 

４６件 

４６件 

令和元年度 ３４件 

人材確保等助成金 

(人事評価改善等助成コース) 

生産性向上のための人事評価制度

と賃金制度を通じて、生産性の向

上、賃金アップ及び離職率の低下

を図る場合 

２９件 

２７件 

令和元年度 １２件 

※キャリアアップ助成金、人材確保等助成金については、計画届出件数及び計画認定件数を計上。 


